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特別会計予算額
国民健康保険 4,364,244千円
北段原土地区画整理事業 1千円
介護保険 4,111,415千円
後期高齢者医療 734,609千円
入学準備祝金給付基金 1,371千円

企業会計予算額

水道事業

収益的収入 877,258千円
収益的支出 728,886千円
資本的収入 554,212千円
資本的支出 755,461千円

下水道事業

収益的収入 1,076,598千円
収益的支出 1,076,399千円
資本的収入 472,365千円
資本的支出 784,871千円

【一般会計歳入概要】

　市が自ら収入できる市税、施設の使用

料、事業を行う場合の分担金などを「自

主財源」といい、反対に国からの地方交

付税、国・県からの補助金、市債の借入

などを「依存財源」といいます。

　 令和8年度 の 依存財源 の 割合 は、

66.4％であり、市の歳入の多くを国、県

に頼っていることが分かります。

【一般会計歳出概要】

　令和8年度当初予算は骨格予算のた

め、建設事業費などの「投資的経費」が

通常より少なくなっています。職員の

人件費や社会保障関連の経費である扶

助費などの、市の運営のために必ず支払

わなければならないお金である「義務的

経費」は、全体の55.1％を占めています。

市税
4,445,628千円 

繰入金
1,482,155千円 

その他
1,294,427千円 

地方交付税
5,415,000千円 

国庫支出金
4,288,207千円 

県支出金
2,231,832千円 

市債
968,000千円 

地方譲与税・交付金
1,314,751千円 

自主財源
33.6%

依存財源
66.4%

人件費
3,090,931千円 

扶助費
6,338,930千円 

公債費
2,381,025千円 

普通建設事業費
2,419,743千円 

災害復旧費
1,177千円 

物件費
2,820,265千円 

補助費等
2,061,722千円 

繰出金
1,754,663千円 

その他
571,544千円 

義務的経費
55.1%

投資的経費
11.3%

その他
33.6%

歳入

歳出

令和8年度一般会計は

214.4億円

住むなら宇土市。新婚生活を応援します
最大 60万円！結婚新生活を応援
結婚をきっかけに、新しい暮らしを考えている方へ。
宇土市はアクセスの良さと暮らしやすさがそろったまちです。
新生活にかかる費用を応援する補助制度で、
おふたりのスタートをやさしく後押しします。

〇補助額
 ・29歳以下の夫婦：最大60万円
 ・39歳以下の夫婦：最大30万円
〇対象（主な要件）
 ・令和8年1月～令和9年3月に結婚
 ・宇土市内に居住
〇対象経費
　住宅取得／家賃／リフォーム／引越費用
〇ポイント
 ・講座受講などの要件あり（詳細はHP）
 ・所得に関係なく利用できます（宇土市独自）
〇申請期限
　令和9年2月26日まで（必着）

申請の流れ
① 講座受講・相談（事前）
動画視聴や講座受講、医療機関での相談など
※R8年度からの新要件
↓
② 費用を支払う（令和8年4月1日以降が対象）
住宅取得・家賃・リフォーム・引越費用など
↓
③ 申請書を提出
必要書類をそろえて市へ提出（窓口または郵送）
↓
④ 市で審査
↓
⑤ 交付決定 → 請求・補助金を振込

申請のポイント
・事前の講座受講などが必要です（R8～）
・領収書など支払いが分かる書類が必要です
・不明な場合は事前相談がおすすめ

よくある質問（Q&A）
Q．婚姻前から同居している場合も対象ですか？
A．対象になります（婚姻後の費用など条件あり）

Q．再婚でも対象になりますか？
A．対象になります（過去に本補助金を受けていない場合）

Q．親名義の契約でも申請できますか？
A．できません（夫婦名義の契約・支払いが必要です）

Q．講座受講や相談（事前）のタイミングは？
A．令和8年4月1日から申請書を提出する間です

Q．引越費用はすべて対象ですか？
A．引越業者へ支払った費用のみ対象です

（自分で運搬・不用品処分費などは対象外）

Q．住宅手当をもらっている場合は？
A．住宅手当分は対象外となります

Q．何度も申請できますか？
A．申請は原則1回限りです

詳しくはこちらの
宇土市ホームページを
ご確認ください
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